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【手続補正書】
【提出日】令和2年7月3日(2020.7.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
　所定条件が成立したことに基づいて、対象の可変表示が前記有利状態に制御される期待
度を示唆する示唆演出を実行することを決定可能な決定手段と、
　前記決定手段の決定結果に基づいて、前記対象の可変表示より前に実行される可変表示
から該対象の可変表示に亘って所定発光手段を発光させる前記示唆演出を実行する示唆演
出実行手段と、
　前記所定発光手段の発光態様を決定する発光態様決定手段と、を備え、
　前記示唆演出実行手段は、
　　前記決定手段が前記示唆演出を実行しないと決定した対象の可変表示において、該対
象の可変表示よりも前に実行される可変表示において前記所定発光手段が発光している場
合と発光していない場合とのいずれの場合あっても、前記所定発光手段を消灯させる処理
を行い、
　　前記決定手段が前記示唆演出を実行すると決定した対象の可変表示において、該対象
の可変表示よりも前に実行される可変表示において前記所定発光手段が発光している場合
と発光していない場合とのいずれの場合あっても、前記所定発光手段を発光させる処理を
行い、
　複数の前記所定発光手段は、前記発光態様決定手段が決定した発光態様に応じて発光す
る順番が異なる
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　（Ａ）上記目的を達成するため、本発明に係る遊技機は、
　可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、



(2) JP 2020-92929 A5 2020.8.13

　所定条件が成立したことに基づいて、対象の可変表示が前記有利状態に制御される期待
度を示唆する示唆演出を実行することを決定可能な決定手段と、
　前記決定手段の決定結果に基づいて、前記対象の可変表示より前に実行される可変表示
から該対象の可変表示に亘って所定発光手段を発光させる前記示唆演出を実行する示唆演
出実行手段と、
　前記所定発光手段の発光態様を決定する発光態様決定手段と、を備え、
　前記示唆演出実行手段は、
　　前記決定手段が前記示唆演出を実行しないと決定した対象の可変表示において、該対
象の可変表示よりも前に実行される可変表示において前記所定発光手段が発光している場
合と発光していない場合とのいずれの場合あっても、前記所定発光手段を消灯させる処理
を行い、
　　前記決定手段が前記示唆演出を実行すると決定した対象の可変表示において、該対象
の可変表示よりも前に実行される可変表示において前記所定発光手段が発光している場合
と発光していない場合とのいずれの場合あっても、前記所定発光手段を発光させる処理を
行い、
　複数の前記所定発光手段は、前記発光態様決定手段が決定した発光態様に応じて発光す
る順番が異なる
　ことを特徴とする。
　（１）上記目的を達成するため、他の遊技機は、
　可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機（例えばパチンコ
遊技機１など）であって、
　所定条件が成立したことに基づいて、対象の可変表示が前記有利状態に制御される期待
度を示唆する示唆演出を実行するか否かを決定する決定手段（例えばステップ０８５ＡＫ
Ｓ００５の処理を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０など）と、
　前記決定手段の決定結果に基づいて、前記対象の可変表示より前に実行される可変表示
から該対象の可変表示に亘って所定発光手段を発光させる前記示唆演出を実行する示唆演
出実行手段（例えばランプ演出を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０など）と、を備え、
　前記示唆演出実行手段は、
　前記決定手段が前記示唆演出を実行しないと決定した対象の可変表示において、該対象
の可変表示よりも前に実行される可変表示において前記所定発光手段が発光しているか否
かに関わらず、前記所定発光手段を消灯させる処理を行い（例えばステップ０８５ＡＫＳ
０２１の処理を実行するなど）、
　前記決定手段が前記示唆演出を実行すると決定した対象の可変表示において、該対象の
可変表示よりも前に実行される可変表示において前記所定発光手段が発光しているか否か
に関わらず、前記所定発光手段を発光させる処理を行う（例えばステップ０８５ＡＫＳ０
２１の処理を実行するなど）、
　ことを特徴とする。
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